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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１１月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２３年１月３１日 ０６時０３分ごろ 

発生場所 大阪府泉州港関西国際空港２期空港島工事現場 

 泉佐野市所在の関空泉州港海上アクセス基地西防波堤灯台から真方

位３３７°６３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.０′ 東経１３５°１５.３′） 

事故調査の経過  平成２３年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 八幡
はちまん

丸 ４８７トン 

 １３２３１７、新井海運有限会社 

 ７０.９１ｍ×１３.２０ｍ×７.１５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成６年１月９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４４年１２月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年３月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウに破口等 

護岸 凹損等 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、土砂約１,７００t を積載し、船

首約３.５ｍ、船尾約５.１ｍの喫水で関西国際空港の２期空港島工事

現場（以下「工事現場」という。）入口に向けて約４.０ノットの対地

速力で南進していた。 

 船長は、単独で手動操舵により操船を行っていたが、左舷前方に見

える大阪府関西国際空港沖Ｄ灯標（以下「Ｄ灯標」という。）を確認

し、その付近に設置された汚濁防止膜の先端の灯光を探しながら航行

中、右舷前方に見えるはずの‘工事現場入口の護岸（以下「本件護

岸」という。）先端付近に設置された赤色の灯標’（以下「本件灯標」

という。）の灯光が、左舷前方に見えたので、左舵を取ったものの、

平成２３年１月３１日０６時０３分ごろ本件護岸に衝突した。 
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 船長は、損傷を確認の上、揚荷を予定していた作業船に左舷着け

し、海上保安庁へ通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、工事現場へは今年初めての航行であり、また、これまで夜

間の航行経験がなかった。 

 本船のレーダー画面は、うねりの映像により物標の映像が見えにく

い状況であり、また、船長は、関西国際空港付近では、探照灯が使用

できないものと思っていたが、工事発注者及び工事請負業者のいずれ

も探照灯の使用を禁止する指導を行ったことはなかった。 

 本件灯標（赤色、毎４秒に１閃光、光達距離約４.５km）とＤ灯標

（黄色、毎３秒に１閃光、光達距離約５海里）の距離は、約１８１ｍ

であった。 

 Ｄ灯標付近から関西国際空港１期空港島西防波堤にかけては、汚濁

防止膜が平成２２年１１月１１日に本事故発生時の場所に設置され、

小型浮標灯（黄色、毎３秒に１閃光、光達距離約４km）がほぼ等間隔

に１１個設置されていた。 

 工事請負業者は、汚濁防止膜の設置期間中、月に２回、交通船によ

り汚濁防止膜の海上点検を行っていたが、汚濁防止膜に異常はなかっ

た。 

 船長は、去年から汚濁防止膜の設置場所が変更され、工事現場入口

が狭くなっていることを荷主から聞いていた。 

 船長は、本件灯標の灯光が陸岸の明かりに紛れて見えにくいと感じ

た。 

 本件灯標（光度８.６カンデラ）は、光度が１５カンデラ未満の海

上保安庁長官の許可を必要としない小規模な航路標識（簡易標識）で

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、関西国際空港の工事現場を南進中、船長が、左舷前方の汚

濁防止膜先端の灯光を探すことに注意を向けていたことから、船首方

向の本件護岸に気付かずに航行し、本件護岸に衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、関西国際空港の工事現場を南進中、船長

が、左舷前方の汚濁防止膜先端の灯光を探すことに注意を向けていた

ため、船首方向の本件護岸に気付かずに航行し、本件護岸に衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・狭い水域に進入する際、目標とする物標が確認できない場合は、

停止して物標を確認すること。 

 




